
郵便事業株式会社岡山支店の期間雇用社員であ

る私、萩原和也は、昨年２月２７日に、同年３月

末日を以て退職となり、契約を更新しない旨の通

告を受けました。

直後は、自分の身に何が起きたのかすら分から

ない程に、混乱しました。ＪＰ労組(当時はJPU)に

加入していたことすら覚えていませんでした。と

りあえず、職場の同僚(正社員)に相談を持ちかけ

ました。それ以降、話は様々な方向を見せ始めま

した。

相談することがいかに大事であるかを認識しま

した。組合は撤回の申しれを行いましたが、不調

に終わりました。不調と終わってから、仲間との

話し合いの中で、裁判闘争の道があることを知り

ました。ここから、現在の状況が生まれてきたの

だと思います。

昨今、派遣切りや雇い止めがニュースで取りざ

たされております。自分もその経験者であるので、

他人事とは思えません。私には幸いにも、支援し

てくれる仲間がいました。おかげで、裁判という

方法で会社と闘うことができています。

裁判の進展状況と今後の見込ですが、会社とは

まだ書類のやり取りしかしておりません。

今後証人の選定、証人尋問へと進んでいく予定

です。代理人を務めてくださっている奥津先生は、

６月頃には判決をもらいたいと考えているようで

す。

ただ、現在の状況から考えると、６月結審、９

月判決が良いところではないかと自分は思ってい

ます。

勝訴できる可能性はありますが、勝訴した場合、

会社側は確実に控訴してくると考えられます。今
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ト
ヨ
タ
・
日
産
な
ど
の
自
動
会
社
を
含
め
、
大
企
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も
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遣
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が
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す
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と
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岡
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す
。
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は
、
解
雇
撤
回
を
闘
う
萩
原
さ
ん
本
人
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意
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明
、

「
萩
原
君
を
支
え
る
会
」
の
裁
判
経
過
報
告
を
掲
載

し
ま
す
。

今
年
は
、
原
告
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び
被
告
会
社
側
の
証
人
尋
問
も

予
定
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れ
、
状
況
に
よ
っ
て
は
判
決
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出
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れ
る
可
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性
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り
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す
。

ま
た
、
神
奈
川
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間
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お
い
て
、
雇
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・
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の
撤
回
を
勝
ち
取
り
、
現
在
雇
用
条
件
の

引
上
げ
を
求
め
て
た
た
か
う
ゆ
う
メ
イ
ト
の
報
告
も

届
い
て
い
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す
。

萩
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裁
判
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ら
に
は
座
間
支
店
で
の
闘
い
へ
の

会
員
の
皆
さ
ん
の
支
援
・
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
支
援
の
輪
を
広
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

解雇撤回裁判原告 岡山支店期間雇用社員 萩原 和也



年中の判決確定は厳しいのではないかと自分は思

います。

今年の裁判は1月29日の準備書面提出から始まり

ます。また、２月１３日１６時からは口頭弁論が

開かれます。 現在、奥津先生と会議を重ね、書

面の作成に取りかかっています。今年は、結審・

判決の重要な年になります。今から気を引き締め

て取り組んでいく所存です。

２００８年１２月１９日、岡山地裁で第４回弁

論が行われました。これまで同様、短時間で終了

しました。

次回は、２月１３日１６時から行われます。私た

ち原告側は、１月末までに反論をまとめ提出する

よう求められています。

これまでの争点をまとめると、私たち原告側の

主張は、会社は「交通事故」を理由に雇い止めに

したが、事故はいずれも軽微なものである。長期

にわたり雇用され、雇用更新も期待していた。そ

の思いの中で雇い止めされた。仕事を失うことに

より、生活基盤を奪われてしまうのであるから

「解雇」であるということができる。解雇基準に

当てはめると、他の解雇された労働者の例と比較

してもあまりに重く「不当解雇」であり、この処

分は無効である。更に、原告の業務内容は、変則

８時間雇用、飛び地エリアの配達など、あまりに

過酷である。それらを背景として交通事故を起こ

している、といったものです。

一方、被告である会社は、郵政公社と郵便事業

会社とでは法人格が異なるため、原告は被告であ

る郵便事業会社とは一回の雇用契約しか結んでお

らず、原告の主張するような、繰り返し雇用が更

新されてきたとは言えない。「解雇」にあてはめ

るのは論外で、「期間満了」による「雇い止め」

である。原告は５年間で５回もの交通事故を起こ

しており、バイクを運転する適正が著しく欠けて

おり、被告の命も危ぶまれるため、雇い止めにし

た、といった主張をしています

これからは、そのような会社の主張に対する反

論を、もっと細かくまとめていきます。例えば、

会社が行ってきた交通事故対策は適切なものなの

か。あるいは、過失割合が本当に「１００％」な

のか。業務量がどの区も一定に設定され、原告だ

けが過酷であるとはいえない、といった会社の主

張を追及する、など、支える会の会議などでまと

めていく方針です。

これからが闘いの正念場を迎えます。会社の、

非正規労働者を軽視したような主張は絶対に許せ

ません。他の職場の多くの非正規労働者が「雇い

止め」となっている現状を考えても、負けるわけ

にはいきません。そういった情勢を変えられるきっ

かけとなる闘いとなるべく頑張っていきたいと思っ

ていますので、みなさんご支援よろしくお願いし

ます。

《萩原君を支える会》
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萩原さん解雇撤回裁判

第５回口頭弁論期日

２００９年２月１３日(金) １６時

岡山地方裁判所 ２０６号法廷

「萩原君を支える会」へ加入ください
萩原裁判へのご支援を！

年会費 一口 ５００円

郵便振替口座

加入者名 「萩原君を支える会」

口座番号 ０１３２０－４－８６６８５

多くの近畿の期間雇用社員の参加を！

２月８日(日) １４時

近畿期間雇用社員学習会開催
弁天町市民学習センター
主催：ゆうせい非正規労働センター



神奈川・座間支店は、昨年１０月の雇用の更新

時に集配内務で道順組立作業を行っているゆうメ

イトに対してそれまでの週５日の勤務から週４日

の勤務への変更を求めてきました。応じられない

場合は雇用の更新はしないこともあり得るという

支店の説明もあり殆どの人は泣く泣く応じました。

しかし、内藤さんは一日４時間で週４日勤務で

は今でも厳しい生活が成り立たないために拒否し

たところ、支店は雇い止め・解雇を通告してきま

した。

内藤さんの相談を受けた郵政ユニオンは、地域

労組の協力も得ながら支店に団体交渉を申し入れ、

雇用の継続とこれまでの勤務日数の保障を求めて

交渉した結果、とりあえずは週４日勤務での雇用

を継続し、勤務日数については引き続いて話し合っ

ていくことになり、これまで２回の交渉を行い、

今月（１月）中に３回目の交渉が行われます。

支店の勤務日数削減の理由は郵便物の減少＝作

業量の減少ということですが、これまでも４時間

勤務であるにもかかわらずほぼ毎日６時間以上も

働いている実態で、全く根拠のないものです。

職場の実態を無視した「コスト削減ありき」で

す。支店は、交渉で労働力が過剰と主張したこと

もあり、１０月以降はこれまでのようにゆうメイ

トに超勤をかけるわけにはいかないため、道順組

立が終わっていなくても定時で帰らせ、後は管理

者と外務の配達員が残っている分をやるという始

末です。

当然、配達に支障が出ています。さすがに年末

は特別ということで超勤をかけてどうにか乗り切っ

たようですが、これからも超勤なしで回していく

のは無理な実態です。超勤をかければ勤務日数削

減の根拠が崩れることになり、支店も苦しいとこ

ろです。作業能率を今の倍近くに上げれば可能な

どと言っているが、これとて全くの机上の計算で

す。

正社員が長時間残業や不払い残業に苦しめられ

ている一方でゆうメイトの勤務時間が削られると

いうのは、今問題となっている「非正規・派遣切

り」と同じ構図です。４月からの週５日雇用の実

現を目指して闘いを続けていきます。
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《神奈川・座間支店でのとりくみ報告》

●会社での収入が、主な生活費になっていますか

①なっている ７０％ ②なっていない ３０％

●生活実態

①かなり苦しい 28.7％ ②やや苦しい 34.0％

③まあまあ普通 32.7％④ややゆとりがある3.6％

⑤かなりゆとりがある 0.3％

●時給引上要求

30円未満 4.9％ 30円 5.6％ 50円 13.4％

80円 2.8％ 100円 31.1％ 150円 6.2％

200円 15.3％ 300円 6.2％ 400円以上 14.5

●月給制契約社員時給引上要求

１万円 22％ ３万円 16％ ５万以上 31％

●職場への不満

(質問１４項目に対する３項目複数回答)

賃金が安い 21.2％ 要員不足15.5％

正社員との賃金・労働条件の格差 13.4

(上記３項目が上位)

●勤続年数

１年未満 13.4％ １年 12.7％

１０年以上 22.1％ （10年以上が多数）

郵政ユニオン春闘アンケートに

見る期間雇用社員の生活実態等



はじめに

１，貧困の急増

（１）急増の時期 １９９８～２００４，５ ２００８～（？）

①貯蓄ゼロと回答した世帯の急増

②就学援助受給者の急増

③２００８年からも貧困急増？

（２）貧困増の中心 ― ワーキングプア

①どういう人たちが貧困になったのか？

②勤労世帯の貧困率の増加

③どれぐらいの収入でワーキングプアになるか？

④ワーキングプアは相当に多い

（３）ワーキングプアが再び社会的焦点に

①まちがった常識<BR>

②日本型雇用の拡大・安定

③自営業・農業、地方への補助

④それでもなお、ワーキングプアはいた

２，なぜ、労働条件がこれほど低いのか

（１）〈最低賃金額は生計費に届かなくてもよい〉のか

①生活保護に届かない最賃

②なぜ、生計費を充たさなくてよかったのか

③日本型雇用の崩壊

（２）長期雇用慣行解体の画期 ― ２００１年からの大リストラ

①正規雇用の減少

②大企業で正規雇用の大幅減少

③たたかわないでやり過ごした労働組合

④支配層、ひどい施策を強行

⑤必死の覚悟だった財界

⑥財界リストラ成功宣言

⑦小泉首相がひっぱった大リストラ

（３）大リストラの背景

― １９８０年代後半からの多国籍企業化と産業空洞化

（４）労働規制の大規模な緩和

（５）労使の力のバランスの崩壊の下での日本型雇用解体

（構造改革）

①ゼロに近いストライキ

３，企業は、本来、何をしなければいけないのか

（１）そもそも、なぜ、労働者が働いた成果は、経営者の自由

になるのか？

（２）労働力とモノは、同じ商品でもどこが違わなければいけ

ないのか

①社会的に通用する水準の生活が保障されなければな

らない

②労働力商品を使う際に、労働力の持ち主を傷つけて

はならない

③労働力商品を売れない状態の人々の生活が、

何らかの方法で保証されなくてはならない

４，たたかいの課題

（１）労使の力のバランスの回復 強い労働組合運動へ

（２）労働条件・処遇の底上げと均等処遇の実現・労働規制

の復活・強化

（３）社会保障と社会的支援の根本的充実・拡充

①極端に社会保障が弱い国、日本

②小中学校での教育、高校の授業料と諸費用は無料

化を

③自分で選べない基礎的・普遍的な社会サービスの費

用は、無料あるいは低額にすべき

【ブックレットの申込】
一部 ３００円

郵便振替口座

口座名 ： ゆうせい非正規労働センター
口座番号： ００９８０－５－１０７８９６

(送料無料です。郵便振替で送金をお願いします。）

《ゆうせい非正規ブックレットNo.1》

第５回ゆうメイト全国交流会講演記録

ゆうせい非正規労働センター発足を記念し、第５回ゆうメイト全国交流会のメインとして、都留文科大学教授の後藤道
夫さんより『格差社会をどうつくりかえるか』と題して記念講演をしていただきました。

講演は、現在の格差社会の実態とそれが作り出された背景、そして、その格差社会を変えていくための労働組合の重要
性等が提起され、全ての参加者から非常に勉強になった、よく分かる講演であったとの感想が聞かれました。

このブックレットは、後藤先生の了解を得、講演を会場にいる臨場感を味わいながら読んでいただくため、録音テープ
をそのまま起こしたものです。

これからの非正規雇用労働者の労働条件改善・均等待遇実現を求めた闘いを進めるにあたり、非正規雇用労働者の置か
れている現状、多くの非正規雇用労働者を生み出している社会的背景などについて、学習を深めていくためにこのブック
レットを活用下さい。

【目 次】

非正規センター(ゆい)会員通信No.1を送付します。

この通信のレイアウト、表題などについて意見をお

寄せ下さい。また、通信原稿として、職場の問題点

等の報告もよろしくお願いします。

非正規雇用労働者にとって厳しい状況ですが、横

のつながりを深め、闘っていきましょう。

非正規センター(結)会員通信 No.1 (Ⅳ) http://www.usay-npo.org/ mail@usay-npo.org


